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姦 新年のご挨拶

昨年開催された「大阪 。関西万博」は、未来社会の姿を体感できる貴重な機会

となり、多くの企業や人々に新たな刺激と可能性をもたらしました。持続可能性

やデジタル化への関心が高まり、社会課題をビジネスで解決する視点が一層重要

になっています。

一方で、かねてより注目されていた「2025年問題」は、団塊の世代が75歳以上

となることによる労働力不足や地域社会の担い手減少など、企業活動に直結する

深刻な課題として、具体的な影響が表れ始めています。この問題は今後さらに深

刻化していくことが予測されています。加えて、最低賃金の継続的な引上げによ

り、人件費の増加が経営を圧迫する局面も見受けられます。企業としては人材確

保・育成、業務の効率化、各種支援制度の活用など、持続可能な経営体制の構築

が急務となります。

税制関係では、令和 7年度税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除

に関する見直し、特定親族特別控除の創設が行われました。源泉徴収事務におい

ては、扶養親族等の人数を正確に算定するとともに、新たな源泉徴収税額表を使

用する点にご留意ください。

皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。

KEY WORD
準確定申告の期限

1/]～ 3/15の間に死亡 した場合

所得税は、毎年 1月 1日 から12月 31日

までの1年間に生じた所得について計算し、

その所得金額に対する税額を算出して翌年

の2月 16日 から3月 15日 までの間に申告

と納税をすることになっています。

年の中途で死亡した人の場合は、相続人

が、1月 1日 から死亡 した日までに確定 し

た所得金額及び税額を計算して、相続の開

始があったことを知った日の翌日から4か

月以内に申告と納税をしなければなりませ

ん。これを準確定申告といいます。

誤
''や
すい例として、確定申告をしなけ

竪響 訴 郎 、靭 :更雹選器 :

この場合の準確定申告の期限は、前年分 (1 1
年間分)、 本年分 (1月 1日 から死亡日まで)|
とも相続の開始があったことを知った日の書
翌日から4か月以内です。        こ
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令和7年分までの扶養控除等申告書には「控

除対象扶養親族」を記載していましたが、8年

分以後は、これに特定茅見族 (生計を―にする

19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が

58万 円超 123万 円以下)の うち合計所得金額
が100万円以下の人を加えた「源泉控除対象親

.族」を記載するため注意が必要です。    .

国 税/給与所得者の扶養控除等申告書の提出
本年最初の給与支払日の前日

国 税/報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出
2月 2国

国 税/源泉徴収票の交付、提出    2月 2日
国 税/12月分源泉所得税の納付    1月 13ロ

(納期の特例を受けている事業所の7～ 12

月分は1月 20日 )

国 税/11月決算法人の確定申告
(法人税・消費税等)     2月 2日

国 税/5月 決算法人の中間申告    2月 2日
国 税/2月 、5月、8月決算法人の消費税等の

中間申告 (年 3回の場合)   2月 2日

地方税/固定資産税の償却資産に関する申告 2月 2日

地方税/給与支払報告書の提出     2月 2日
労 務/労働保険料の納付 (第 3期分) 2月 2日

(労働保険事務組合委託の場合2月 14日まで)
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猛
「医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
で

医
療
費
控
除
を
す
る
と
き

確
定
申
告
で
医
療
費
控
除
を
受
け

る
際
は
、
「医
療
費
控
除
の
明
細
書
」

に
内
容
を
記
載
し
て
添
付
す
る
方
法

の
他
に
、
医
療
保
険
機
関
か
ら
送
ら

れ
る

「医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
を
添

付
す
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場

合
は
明
細
書
の
記
載
を
省
略
で
き
て

便
利
で
す
が
、
注
意
が
必
要
で
す
。

ま
ず
、
期
間
が
ず
れ
て
い
ま
す
。

令
和
７
年
分
の
申
告
で
い
う
と
、
医

療
費
控
除
の
対
象
期
間
は
、
当
然
で

す
が
令
和
７
年
１
月
～
１２
月
で
す
。

し
か
し
、
医
療
費
の
お
知
ら
せ
を
よ

く
見
る
と
、
そ
の
期
間
は
令
和
６
年

１１
月
～
令
和
７
年
１０
月
に
な
っ
て
い

ま
す

（保
険
機
関

。
自
治
体
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す
）
。
こ
の
場
合
、
令

和
６
年
中
の
も
の
は
除
外
し
、
令
和

７
年
１１
月

・
１２
月
分
は
領
収
書
か
ら

明
細
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
叩
ま

せ
ん
。
ま
た
、
薬
局
で
購
入
し
た
薬

代
、
通
院
の
た
め
の
交
通
費
等
も
明

細
書
に
記
載
が
必
要
で
す
。

1月 の 税 務 と 労 務0 ●
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ま
も
な
く
所
得
税

・
復
興
特
別
所

得
税

（以
下

「所
得
税
等
と

の
確
定

申
告
の
時
期
を
迎
え
ま
す
。
確
定
申

告
す
る
必
要
が
あ
る
所
得
を
申
告
し

な
か
っ
た
場
合
に
は
、
後
日
、
期
限

後
申
告
や
修
正
申
告
を
し
て
、
本
来

納
付
す
べ
き
所
得
税
等
を
納
付
す
る

ほ
か
、
加
算
税
や
延
滞
税
な
ど
、
申

告
漏
れ
が
な
け
れ
ば
納
税
す
る
必
要

が
な
か
っ
た
税
金
を
納
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

昨
今
、
経
済
取
引
や
金
融
商
品
は

多
角
化
し
、
そ
こ
か
ら
得
る
収
入
金

額
に
つ
い
て
、
所
得
税
等
の
確
定
申

告
が
必
要
か
ど
う
か
の
判
断
は
複
雑

化
し
て
い
ま
す
。

本
号
で
は
、
所
得
税
等
の
確
定
申

告
が
必
要
に
な
る
「人
」
と
「収
入
（所

得
こ

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体

的
な
内
容
を
み
て
い
き
ま
す
。

エー↓
確
定
申
告
が
必
要
な
「人
」

次
の
ω
か
ら
い
の
要
件
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
人

（確
定
申
告
す
れ

ば
税
金
が
還
付
さ
れ
る
人
を
除
き
ま

す
。
）
は
、
所
得
税
等
の
確
定
申
告

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

確
定
申
告
を
す
る
場
合
、
確
定
申

告
を
し
な
い
で
源
泉
徴
収
だ
け
で
済

ま
せ
る
確
定
申
告
不
要
制
度
を
選
択

で
き
る
利
子

・
配
当

・
上
場
株
式
等

の
譲
渡
所
得
等
を
除
き
、
原
則
と
し

て
全
て
の
所
得
を
申
告
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

側
　
給
与
所
得
が
あ
る
人

①
　
給
与
の
年
間
の
収
入
金
額
が
２

千
万
円
を
超
え
る
人

②
　
給
与
を
１
か
所
か
ら
受
領
し
、

そ
の
給
与
が
年
末
調
整
さ
れ
て
い

る
場
合
に
、
給
与
所
得

・
退
職
所

得
以
外
の
各
種
所
得
金
額
の
合
計

額
が
２０
万
円
を
超
え
る
人

③
　
給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受
領

し
、
そ
の
給
与
の
全
部
が
源
泉
徴

収

の
対
象
と
な
る
場
合
に
、
年
末

調
整
さ
れ
て
い
な
い
給
与
の
収
入

金
額
と
、
給
与
所
得

・
退
職
所
得

以
外
の
各
種
所
得
金
額
の
合
計
額

が
２０
万
円
を
超
え
る
人

（
※
）

※
　
給
与
の
収
入
金
額
の
合
計
額

か
ら
雑
損
控
除

・
医
療
費
控
除

・

寄
附
金
控
除

・
基
礎
控
除
以
外

の
所
得
控
除
の
合
計
額
を
差
し

引

い
た
残
額
が
１
５
０
万
円
以

下
で
、
か
つ
、
給
与
所
得

・
退

職
所
得
以
外
の
各
種
所
得
金
額

の
合
計
額
が
２０
万
円
以
下
の
場

合
は
申
告
不
要
で
す
。

④
　
同
族
会
社
の
役
員
や
そ
の
親
族

な
ど
で
、
そ
の
会
社
か
ら
の
給
与

の
ほ
か
に
、
そ
の
会
社
か
ら
貸
付

金

の
利
子
や
不
動
産

の
賃
借
料
な

ど
を
受
け
取

っ
て
い
る
人

例
　
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
の

み
の
人

次

の
①

又
は
②

に
該
当
す

る
人

は
、
確
定
申
告
が
必
要
に
な
り
ま
す

（①

，
②

に
該
当
し
な

い
人

で
も
、

住
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ

り
ま
す
。
）
。

①
　
公
的
年
金
等

の
収
入
金
額
が
４

０
０
万
円
を
超
え
る
人

②
　
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以

外

の
所
得
金
額
が
２０
万
円
を
超
え

る
人

倒
　
選
職
所
得
が
あ
る
人

外
国
企
業
か
ら
受
け
取

っ
た
退
職

金
な
ど
、
所
得
税
等
が
源
泉
徴
収
さ

れ
な

い
も
の
が
あ
る
場
合
は
確
定
申

告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

側
　
佃
～
働
以
外
の
人
．

各
種
所
得
金
額
の
合
計
額

（譲
渡

所
得

や
山
林
所
得
を
含

み
ま
す
。
）

か
ら
、
社
会
保
険
料
控
除
な
ど
各
種

控
除
を
差
し
引

い
た
残
額

（課
税
さ

れ
る
所
得
金
額
）
に
所
得
税

の
税
率

を
乗
じ
、
配
当
控
除
の
適
用
が
あ
る

場
合
は
同
控
除
額
を
差
し
引
い
て
も

税
額
が
あ
る
人

（
※
）
は
、
確
定
申

告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※
　
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
外
国
税
額

控
除
の
額
等
が
あ
り
最
終
的
に
還

付
申
告
と
な
る
場
合
、
申
告
義
務

は

あ

り

ま

せ

ん
。

は
、
い
と
同
じ
で
す
。

ω
　
そ
の
他

ω
～
働
で
説
明
し
た
も
の
の
ほ
か
、

「
暗
号
資
産
取
引
に
係
る
収
入
を
得

た
場
合
」
、
「株
主
優
待
を
受
け
取

っ

た
場
合
」
、
「外
国
為
替
証
拠
金
取
引

（
Ｆ
Ｘ
）
に
係
る
収
入
が
あ
っ
た
場

合
」
、
「金
地
金
の
売
却
収
入
が
あ
っ

た
場
合
」
な
ど
も
確
定
申
告
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

▲まЧ
め

以
上
の
と
お
り
、
確
定
申
告
す
る

必
要
が
あ
る
「
人
」
と
「
収
入
（所
得
と

の
要
件
は
大
変
複
雑
で
す
。
所
得
金

額
の
算
出
方
法
や
、
赤
字
が
生
じ
た

場
合
の
損
益
通
算

の
適
用
の
可
否
な

ど
も
、
そ
の
収
入
ご
と
に
検
討
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
所
得
税
等

の
確
定
申
告
は

不
要
で
も
、
住
民
税

の
申
告
が
必
要

に
な
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
臨
時

の
収
入
が
発
生
し
た
場
合
は
、
そ
の

都
度
、
申
告
の
要
否
を
慎
重
に
確
認

す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

齢燐卿結
ｈハ

浮
器
確
定
申
告
が
必
要
な
「
収
入
」

側
　
原
稿
料
、
講
演
料
、
卿
税
、
放

送
出
演
料

事
業
所
得
に
該
当
し
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、
雑
所
得

（業
務
）
と
し

て
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。
収
入
金

額
か
ら
必
要
経
費
を
差
し
引
い
て
所

得
金
額
を
算
出
し
ま
す
が
、
必
要
経

費
を
差
し
引

い
た
結
果
、
赤
字
に

な
っ
て
も
他
の
所
得
金
額
と
損
益
通

算
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

ω
　
フ
リ
マ
ア
プ
リ
｛
ネ
ッ
ト
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
、
ネ
ッ
ト
遜
販
、
一配
達

代
行
、
動
画
配
信
（
ア
プ
リ
作
成
・

配
信
、
有
料
メ
ル
マ
ガ
、
ア
フ
ィ

リ
エ
イ
ト
、
ギ
ゴ
フ
飲
み
、
力
■
ン
ー

ア
リ
ン
グ
，
自
宅
等
の
時
間
貸
し

原
則
と
し
て
、
事
業
所
得
又
は
雑

所
得

（業
務
）
と
し
て
確
定
申
告
が

必
要
で
す
。
た
だ
し
、
ネ
ッ
ト
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
な
ど
で
販
売
し
た
も
の
が

家
具
や
衣
服
、
書
籍
な
ど
の

「生
活

用
動
産
」
奮
貝
金
属
や
宝
石
な
ど
は

３０
万
円
以
下
の
も
の
に
限
り
ま
す
。
）

で
、
か
つ
そ
の
取
引
が

一
時
的
な
も

の
だ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
取
引
か

ら
得
た
収
入
は
非
課
税
と
な
る
の

で
、
確
定
申
告
に
含
め
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

雑
所
得

（業
務
）
金
額
の
算
出
方

法
や
同
所
得
金
額
が
赤
字
に
な
っ
た

場
合
の
損
益
通
算
の
取
扱
い
は
、
ω

と
同
じ
で
す
。

倒

．太
陽
光
発
電
設
備
に
よ
る
売
電

太
陽
光
発
電
設
備
を
家
庭
用
と
し

て
使
用
し
、
そ
の
余
剰
電
力
を
売
却

し
て
い
る
場
合
は
、
雑
所
得
（業
務
）

と
し
て
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

太
陽
光
発
電
設
備
は

「機
械
及
び

装
置
」
に
該
当
す
る
の
で
、
発
電
量

の
う
ち
、
売
却
し
た
電
力
量
の
占
め

る
割
合
を
業
務
用
割
合
と
し
て
計
算

し
た
減
価
償
却
費
の
額
を
必
要
経
費

に
算
入
し
ま
す
。

所
得
金
額
の
算
出
方
法
や
所
得
金

額
が
赤
字
に
な
っ
た
場
合
の
損
益
通

算
の
取
扱
い
は
、
い
と
同
じ
で
す
。

側
　
ふ
る
さ
と
納
税
の
謝
礼
と
し
て

．受
領
し
た
特
産
品

寄
附
し
た
人
が
受
領
し
た
特
産
品

の
経
済
的
利
益
は
、　
一
時
所
得
と
し

て
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

一
時
所
得
は
、
特
産
品
の
時
価
か

ら

一
時
所
得
の
特
別
控
除
額

（最
高

５０
万
円
）
を
差
し
引
い
て
算
出
し
ま

す
。
他
に

一
時
所
得
に
該
当
す
る
も

の
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
全
て
の
収

入
金
額
の
合
計
額
か
ら
そ
の
収
入
を

得
る
た
め
に
支
出
し
た
金
額
の
合
計

額
を
差
し
引

い
た
後
、
特
別
控
除
額

を
差
し
引
き
ま
す
。

な
お
、
確
定
申
告
す
る
際
の

「
総

所
得
金
額
」
に
算
入
す
る

一
時
所
得

金
額
は
、
特
別
控
除
額
を
差
し
引

い

た
残
額
に
２
分
の
１
を
乗
じ
た
金
額

と
な
り
ま
す
。
な
お
、
前
記
１
に
記

載
し
た

「各
種
所
得
金
額
」

の
計
算

に
お
い
て
も
、
一
時
所
得

の
金
額
は
、

特
別
控
除
額
を
差
し
引

い
た
残
額
の

２
分
の
１
の
金
額
と
な
り
ま
す
。

倒
　
競朋
馬
、
競
輪
な
ど
の
払
戻
金

競
馬
、
雄賜
輪
、
オ
ー
ト
レ
ー
ス
、
ボ
ー

ト
レ
ー
ス
の
払
戻
金
は
原
則
、　
一
時

所
得
と
し
て
確
定
申
告
が
必
要

で

す
。
払
戻
金
に
係
る
年
間
受
取
額
か

ら
的
中
し
た
投
票
券
の
年
間
購
入
費

用
を
控
除
し
た
後
、　
一
時
所
得
の
特

別
控
除
額

（最
高
５０
万
円
）
を
差
し

引

い
て
所
得
金
額
を
算
出
し
ま
す
。

な
お
、
必
要
経
費
と
し
て
差
し
引

け
る
の
は
、
通
常
は
的
中
し
た
投
票

券
の
購
入
費
用
だ
け
で
、
外
れ
投
票

券

の
購
入
費
用
は
控
除
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
他
に

一
時
所
得
が
あ

る
場
合

の
収
入
金
額

の
算
出
方
法

や
、
確
定
申
告
す
る
際
の
総
所
得
金

額
に
算
入
す
る

一
時
所
得
金
額
は
特

別
控
除
額
を
差
し
引

い
た
残
額
に
２

分
の
１
を
乗
じ
た
金
額
に
な
る
こ
と

0

〔参考資料〕
国税庁
ホームペーン
「確定申告」

昔
笠
思
占
小

前
記
ω
～
い
に
該
当
し
な
い

人
で
も
、
上
場
株
式
等
に
係
る

譲
渡
損
失
と
配
当
所
得
等
と
の

損
益
通
算
及
び
繰
越
控
除
の
特

例

の
適
用
な
ど
を
受
け
る
人

は
、
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。
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